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確定拠出年金の加入可能年齢の引き上げ
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付 
 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知 
 6月15日
国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告 
 6月30日
国　税／ 7月、10月、1月決算法人の

消費税等の中間申告
（年3回の場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届
（市町村役場に提出） 6月30日

　企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能と
するなどの観点から、令和4年5月より加入可能年齢が変わりました。
企業型DC（企業型確定拠出年金）は70歳未満であれば加入者とす
ることができ、またiDeCo（個人型確定拠出年金）は65歳未満にそ
れぞれ引き上げられています。



6 月号 ─ 2

　

令
和
３
年
分
の
申
告
所
得
税
、
贈

与
税
及
び
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の

確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

申
告
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
場

合
、
簡
易
な
方
法
（
申
告
書
の
右
上

の
余
白
等
に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
申
告
・
納
付
期
限
延
長

申
請
」
と
記
載
）
に
よ
り
、
申
告
期

限
が
１
か
月
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
テ
レ
ワ

ー
ク
の
実
施
が
浸
透
し
て
い
ま
す
。

内
閣
府
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
令
和
３

年
９
月
〜
10
月
期
は
、
全
国
で
32
・

２
％
、
東
京
23
区
で
は
55
・
２
％
の

方
が
テ
レ
ワ
ー
ク
で
就
業
し
て
い
ま

す
。
事
業
規
模
で
見
て
も
、
同
時
期

に
就
業
者
30
〜
２
９
９
人
規
模
で

26
・
７
％
、
２
〜
29
人
規
模
で
も

20
・
９
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

緊
急
事
態
宣
言
や
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
が
解
除
さ
れ
て
も
、
新
し

い
勤
務
形
態
と
し
て
の
「
テ
レ
ワ
ー

ク
」
は
、
特
別
な
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
小
規
模
事
業
者

に
も
関
係
の
深
い
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に

係
る
企
業
の
費
用
負
担
の
税
務
に
つ

い
て
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

１　

テ
レ
ワ
ー
ク
に
係
る
物
品
を

支
給
す
る
場
合

　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
に
あ
た
り
、

企
業
が
従
業
員
に
対
し
て
パ
ソ
コ
ン

等
の
事
務
用
品
や
、
場
合
に
よ
っ
て

は
自
宅
の
環
境
整
備
の
た
め
の
間
仕

切
り
等
を
支
給
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
物
品
を
企
業
が
所
有

し
、
従
業
員
に
「
貸
与
」
す
る
場
合

に
は
、
従
業
員
に
対
す
る
課
税
は
生

じ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
の
「
貸
与
」

に
は
、
企
業
が
従
業
員
に
業
務
に
使

用
す
る
目
的
で
「
支
給
」
と
い
う
形

で
配
付
し
、
そ
の
物
品
を
従
業
員
が

自
由
に
処
分
で
き
ず
、
業
務
に
使
用

し
な
く
な
っ
た
と
き
は
返
却
を
要
す

る
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

な
お
、
従
業
員
に
そ
の
物
品
の
所

有
権
が
移
転
す
る
意
味
で
の「
支
給
」

が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
現
物
給
与
と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

２　

従
業
員
が
立
替
払
い
に
よ
り

物
品
を
購
入
す
る
場
合

　

従
業
員
が
業
務
の
た
め
に
使
用
す

る
物
品
を
立
替
払
い
に
よ
り
購
入
し

た
後
、
そ
の
購
入
に
係
る
領
収
証
等

を
企
業
に
提
出
し
て
そ
の
購
入
費
用

を
精
算
す
る
場
合
は
、
従
業
員
に
対

す
る
課
税
は
生
じ
ま
せ
ん
。
逆
に
、

企
業
が
従
業
員
に
対
し
て
仮
払
い
を

し
た
後
、
そ
の
購
入
費
用
を
精
算
す

る
場
合
も
同
様
で
す
。
も
し
、
仮
払

い
を
受
け
た
金
額
が
購
入
し
た
金
額

よ
り
も
多
く
、
そ
の
超
過
部
分
の
精

算
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
部
分

は
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
物

品
が
従
業
員
に
所
有
権
が
移
転
す
る

「
支
給
」
と
な
る
場
合
に
は
、
現
物

給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

３　

レ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス
等
の

利
用
料

　

自
宅
に
在
宅
勤
務
を
す
る
ス
ペ
ー

ス
が
な
い
従
業
員
に
対
し
て
、
レ
ン

タ
ル
オ
フ
ィ
ス
等
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を

行
う
場
合
の
利
用
料
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
企
業
が
こ
の
よ
う
な

場
所
で
の
勤
務
を
認
め
て
お
り
、
実

費
精
算
を
行
う
場
合
に
は
、
従
業
員

に
対
す
る
課
税
は
生
じ
ま
せ
ん
。

４　

通
信
費
・
電
気
料
金
の
精
算

　

従
業
員
が
家
事
部
分
を
含
め
て
負

担
し
た
通
信
費
や
電
気
料
金
に
つ
い

て
、
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
部
分

を
合
理
的
に
計
算
し
、
企
業
に
報
告

し
て
そ
の
金
額
の
精
算
を
行
う
場
合

は
、
従
業
員
に
対
す
る
課
税
は
生
じ

ま
せ
ん
。

⑴
　
通
信
費
に
係
る
業
務
使
用
部
分

の
計
算
方
法

①　

電
話
料
金

　
　

通
話
料
に
つ
い
て
は
、
通
話
明

細
書
等
に
よ
り
業
務
の
た
め
の
通

話
に
係
る
料
金
が
確
認
で
き
る
場

合
に
は
そ
の
金
額
と
な
り
ま
す
。

な
お
、業
務
利
用
が
多
い
場
合
は
、

②
の
基
本
使
用
料
、
イ
ン
タ
ー
ネ

テレワークに係る
企業の費用負担の
税務について
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ッ
ト
接
続
に
係
る
通
信
料
と
と
も

に
、
算
式
１
に
よ
り
計
算
し
た
金

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②　

基
本
使
用
料
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
に
係
る
通
信
料

　
　

算
式
１
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

な
お
、こ
の
算
式
に
お
け
る「
２

分
の
１
」
と
は
、
１
日
の
う
ち
、

睡
眠
時
間
を
除
い
た
時
間
の
す
べ

て
に
お
い
て
均
等
に
基
本
使
用
料

や
通
信
料
が
生
じ
て
い
る
と
仮
定

し
て
算
出
し
た
割
合
と
さ
れ
て
い

ま
す
（
⑵
の
算
式
に
つ
い
て
も
同

様
で
す
）。

⑵
　
電
気
料
金

　

算
式
２
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５　

在
宅
勤
務
手
当
等
の
支
給

　

い
ま
ま
で
説
明
し
た
よ
う
な
従
業

員
に
対
す
る
課
税
が
行
わ
れ
な
い
企

業
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
実
費

精
算
の
事
務
の
煩
雑
さ
を
伴
う
た

め
、
在
宅
勤
務
手
当
等
の
名
目
に
よ

り
、
毎
月
渡
し
切
り
で
一
定
額
を
支

給
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
給
与
と
し

て
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

６　

通
勤
手
当
の
支
給

　

従
業
員
に
支
給
す
る
通
勤
手
当

は
、
一
定
の
金
額
ま
で
は
非
課
税
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
企
業
の
中
に
は
、

テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
勤
務
期
間
中
で

も
、
定
期
代
相
当
の
通
勤
手
当
を
支

給
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、
業
務
の
都
合
上
、
テ
レ

ワ
ー
ク
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
通
勤

し
な
い
と
は
限
ら
な
い
な
ど
、
通
勤

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
合
理
性
が

あ
る
場
合
に
は
、
非
課
税
と
し
て
取

扱
う
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
原
則
と
し
て
、
通
常
の

勤
務
形
態
を
１
０
０
％
テ
レ
ワ
ー
ク

に
切
り
替
え
た
場
合
等
に
は
、
給
与

と
し
て
課
税
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
想
定

さ
れ
ま
す
。

７　

在
宅
勤
務
の
昼
食
の
食
事
代

　

通
常
の
勤
務
時
に
昼
食
の
補
助
を

行
っ
て
い
る
企
業
で
は
、
在
宅
勤
務

に
切
り
替
わ
っ
て
も
会
社
が
契
約
し

た
飲
食
店
の
食
券
等
の
支
給
を
続
け

て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
こ
れ
ま
で
の
取
扱
い
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。

　

具
体
的
に
は
、
食
事
支
給
に
よ
る

経
済
的
利
益
の
取
扱
い
で
あ
る
「
企

業
が
従
業
員
に
食
事
の
支
給
を
す
る

場
合
に
、
そ
の
従
業
員
か
ら
実
際
に

徴
収
し
て
い
る
対
価
の
額
が
そ
の
食

事
の
価
額
の
50
％
相
当
額
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
企
業
の
負
担
額
が
月
額

３
５
０
０
円
（
税
抜
き
）
を
超
え
な

い
と
き
は
、
そ
の
従
業
員
が
食
事
の

支
給
に
よ
り
受
け
る
経
済
的
利
益
は

な
い
も
の
と
取
り
扱
う
」
に
準
じ
た

扱
い
で
あ
れ
ば
、
従
業
員
に
対
す
る

課
税
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、「
食
事
の
支
給
」と
は
、
企

業
が
従
業
員
に
対
し
て
、
契
約
業
者

か
ら
購
入
し
た
弁
当
の
提
供
や
、
社

員
食
堂
で
の
食
事
提
供
、
食
券
の
支

給
等
を
い
い
ま
す
。
一
方
、「
食
費

の
補
助
」（
現
金
支
給
）に
つ
い
て
は
、

給
与
と
み
な
さ
れ
、
所
得
税
の
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
在
宅
勤
務
に
係
る
費
用

負
担
の
参
考
資
料
は
、
国
税
庁
資
料

（
Q
R
コ
ー
ド
）を
ご
覧
下
さ
い
。

算式１

業務のために使
用した基本使用
料や通信料等

=
従業員が負担した
１か月の基本使用
料や通信料等

×
その従業員の１か月の
在宅勤務日数 × 1

該当月の日数 2

算式２

業務のために使
用した基本料金
や電気使用料

=
従業員が負担した
１か月の基本料金
や電気使用料

×
業務のために使用
した部屋の床面積 ×

その従業員の１か
月の在宅勤務日数 ×

1

自宅の床面積 該当月の日数 2

【参考資料】
国税庁HP
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■□□□□

　源泉徴収等による国税が法定納期限まで
に完納されなかった場合には、納税の告知
による税額又は納税の告知のある前に納付
した税額の10％（軽減措置の適用がある場
合は5％）に相当する「不納付加算税」が徴
収されます。
　ただし、源泉徴収等による国税が納税の
告知を受けることなくその法定納期限後に
納付された場合において、その納付が法定
納期限までに納付する意思があったと認め
られる次のいずれにも該当してされたもの
であり、かつ、法定納期限から1月を経過
する日までに納付されたものであるときは、
不納付加算税は徴収されません。
①　過去1年以内に、納税の告知（一定の

告知を除きます。）を受けたことがない
場合

②　過去1年以内に、納税の告知を受ける
ことなく法定納期限後に納付された事実

（一定の事実を除きます。）がない場合

KEY WORD  
不納付加算税月餅税（中国）

　中国の有名なお菓子に「月餅」があ
ります。月餅は、古代中国で中秋節の
お供え物として食べられていたものが、
現在では、中秋節の贈り物として使用
されるようになったといわれています。
　中国の企業では、中秋節における福
利厚生の一環として、従業員に月餅を
配る慣習がありますが、2011年、職
場で受け取る月餅は現物給与として課
税の対象となることが税務当局の見解
として明らかにされました。月餅税そ
のものの税負担はそれほど大きいもの
ではありません。しかし、新入社員な
どの低所得者層の強い反発もあり、そ
の後、当時の平均月収である3000元
から生じるとされていた所得税の納税
義務を、同3500元に引き上げるなど
の緩和措置がとられました。

世界の
税　金

　大正時代に創設された電柱税（地方
税）は、全国一律ではなく、東京都以
外の道府県ごとに導入されました。
　大正7年（1918年）に電柱税を導入
していた道府県は23県でしたが、そ
の中で最も多くの税収を上げていたの
は何県だったでしょうか？
①群馬県　②福岡県　③愛知県

【解説】  
　電柱税の税額上位県の動きを見ると、明
治時代の終わりから日本の産業には、製糸
業から紡績業へ、軽工業から重工業へとい
う産業発展の趨勢に対応していることがう
かがえます。
　群馬県は富岡製糸場に代表されるように、
日本の産業革命を牽引した養蚕・製糸業の
中心地で、大正時代には電柱税の税額が

トップになりました。当時は、工場の動力
確保のために企業家たちが出資して電力会
社を作ることが多かったので、主要な産業
を持つ地域から電化が進んでいきました。
　群馬県の次に税額が多かったのは、神奈
川県・福岡県でした。神奈川県は、現代に
続く京浜工業地帯を抱え、福岡県は、有力
な炭鉱を持ち、八幡製鉄所が作られるなど、
重工業の中心地になっていました。大正時
代の電柱税は軽工業・重工業が盛んな県の
税額が多いのです。
　昭和11年（1936年）には、電柱税税収
額上位3県が、愛知県・兵庫県・岡山県に
入れ替わっています。愛知県は、第1次世
界大戦後から航空機工業など軍事産業の中
心となり、重工業も発展しました。兵庫県
は阪神工業地帯の中心です。岡山県は倉敷
市を中心に紡績業が大きく発展しました。
　なお、電柱税は、昭和25年（1950年）
に地租などとともに固定資産税に統合され
ました。
  正解は、①群馬県でした。

税 金 ク イ ズ


